
令和４年度決算公表資料（別紙）

　平成26年４月１日より消費税率が５％から８％に、また、令和元年10月１日より８％から10％に引き上げられたことに伴い、増収分についてはその使途を明確化し、全て社会保障施策

に要する経費に充てるものとされています。

　本町では、令和４年度決算における「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」について、下記の社会保障施策に充当し実施しましたので公表いたします。

令和５年12月

■ 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 【歳 入】 地方消費税交付金（従　　 来 　　分） 177,712 千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 219,787 千円

　　　　　　　　　　　　　　計 397,499 千円

【歳 出】 社会保障施策に要する経費（ 総　額 ） 3,316,232 千円

■ 社会保障施策に要する経費（内訳）

国・県
支出金

町　債 その他
うち、引上げ分の

地方消費税交付金
(社会保障財源化分)

障 害 者 福 祉 事 業 637,206 445,049 0 0 192,157 18,508

高 齢 者 福 祉 事 業 335,026 4,994 6,524 37,843 285,665 27,514

児 童 福 祉 事 業 968,428 277,742 0 34,664 656,022 63,185

母 子 福 祉 事 業 18,336 5,868 0 0 12,468 1,201

そ の 他 5,114 449 0 0 4,665 449

小　計 1,964,110 734,102 6,524 72,507 1,150,977 110,857

介 護 保 険 事 業 438,651 37,092 0 0 401,559 38,676

国 民 健 康 保 険 事 業 229,369 88,498 0 0 140,871 13,568

後期高齢者医療事業 444,573 86,871 0 0 357,702 34,452

小　計 1,112,593 212,461 0 0 900,132 86,696

疾 病 予 防 対 策 事 業 75,982 973 0 7,708 67,301 6,482

診療所管理運営事業 154,052 3 0 0 154,049 14,837

医療提供体制確保事業 9,495 0 0 0 9,495 915

小　計 239,529 976 0 7,708 230,845 22,234

3,316,232 947,539 6,524 80,215 2,281,954 219,787

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

合 計

介護・訓練等給付費、重度心身障害者医療費

高齢者福祉施設管理費、養護老人ホーム諸経費

保育所（公立・私立・認定こども園）諸経費、乳幼児・児童医療費

妊産婦健康診査事業、ひとり親家庭医療費

町民館及び隣保館(管理・事業)費

緊急医療病院群輪番制病院負担金

介護保険特別会計への繰出金

国民健康保険特別会計への繰出金

後期高齢者医療特別会計への繰出金、後期高齢者医療広域連合医療費負担金

各種予防接種事業、健診事業

診療所特別会計への繰出金
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

社 会 保 障 施 策 区 分 経　　費 主 な 事 業 内 容

財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源


